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 令和６年第１回つくば市議会定例会11月緊急会議提出案件一覧 

・報告２件 ・議案２件  計４件 

 

【報告２件】 

案件名 概    要 所管課 

報告第35号 

専決処分事項の報告

について 

（専決処分第22号 

損害賠償額の決定及

び和解について） 

 

地方自治法 

第180条第２項 

令和６年 10 月９日専決処分 

損害賠償額の決定及び和解（公務中における公用車の事

故） 

 

消防車が右折した際、車両左側後部が道路脇のブロック

塀に接触し、破損させたもの 
 

相手方に対する市の支払額 ８万8,000円 

消防本部 

消防救助課 

 

報告第36号 

専決処分事項の報告

について 

（専決処分第23号 

令和６年度つくば市

一般会計補正予算

（第４号）） 

 

 

 

 

地方自治法 

第180条第２項 

令和 6 年 10 月９日専決処分 

歳入歳出予算を9,962万5,000円増額し、総額を1,169

億3,273万8,000円とする。 

  

【歳入内訳】 

衆議院議員総選挙委託金 9,962万5,000円（県

10/10） 

 

【歳出内訳】 

 衆議院議員総選挙費の補正（選挙管理委員会事務局） 

  衆議院議員総選挙の投開票が令和６年10月27日に実

施されることに伴い、選挙費を増額する。 

 

補正予算額 9,962万5,000円 

 

財務部 

財政課 
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【議案２件】 

案件名 概    要 所管課 

議案第47号 

令和６年度つくば市

一般会計補正予算

（第５号） 

 

地方自治法 

第96条第１項第２号 

 債務負担行為を１件追加する。 

 

 令和６年度サステナスクエア包括的運営管理業務委託 

 期 間：令和６年度から令和11年度まで 

 限度額：91億2,100万2,000円 

 

財務部 

財政課 

 

 

 

 

 

議案第48号 

つくば市アフタース

クール事業実施条例

について 

 

 

地方自治法 

第96条第１項第１号 

学校施設を活用し、就学する児童が参加可能な放課後の居

場所を提供する「アフタースクール事業」を実施するに当た

り、必要事項を規定するため、条例を制定するもの 
 

［主な内容］ 

・アフタースクール事業の内容、目的、実施場所や利用料

等について定める。 

こども部 

こども育

成課 

 


